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４．広域支援・受援体制整備に係るモデル図上訓練の実施状況 

環境省は平成 29 年度～令和 2 年度にかけて、地震等の大規模災害が生じた

際に、支援する側と援助を受ける側の間に発生する課題等を検証・整理し、自

治体が大規模災害の発生に備えるためのモデル図上訓練を全国の 8 ブロックで

実施してきました。ここでは、各ブロックで行われた訓練の内容と、訓練から

見えてきた課題を整理して紹介します。 

 

（１）モデル図上訓練の実施状況 

 

図上訓練の目的 

 

• 近年は全国的に広域災害が発生しているため、広い範囲での災害対応に

ついて考える必要がある 

• 被災者の安全を確保する観点からも、災害発生時におけるペットとの避

難や避難生活について事前に準備しておくことが必要である 

• 特に大規模災害時には、県外からの支援が重要であり、災害時における

広域支援等に係る問題点を確認・整理して大規模災害に備える必要があ

る 

 

 

 

動物管理関係事業所の全国の８ブロックで類似した 

図上訓練を実施県の主導で実施 
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（２）モデル図上訓練から見えた課題  
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事例紹介 

常設の動物救護施設の事例 

動物救護施設は、災害時に飼い主からの

一時預かりや、保護・収容した負傷動物や

放浪動物を飼養管理する際に必要となり、

これまでの災害では、動物愛護センター等

の既存施設を利用した事例や、新たに施設

を設置した事例があります。環境省が行っ

たモデル図上訓練においても、「動物救護施

設の設置」をどうするかという課題が挙げ

られました。 

動物救護施設の設置は、限られた資金や時間を効率的に活用し、設置に係る

時間、費用、活動期間などを考慮して施設整備計画を検討する必要があるため、

緊急対応が求められる災害の状況下においては、被災自治体にとって大きな負

担となることが考えられます。 

 九州動物福祉協会では、そのような状況を鑑み、災害時の広域支援を

目的として大分県九重町に日本初の常設ペットシェルターを開設して

います。   

 

九州災害時動物救援センターとは？ 

九州災害時動物救援センターは、平成 25 年に環境省が発行した

「災害時におけるペットの救護対策ガイドライン」に沿った広域支

援の拠点として、九州動物福祉協会が大分県九重町に開設した日本

初の常設ペットシェルターです。  

東日本大震災をはじめ近年頻発する大規模災害時の家庭動物への

対応は、多くの災害現場で被災者の重い負担となります。発災直後

のペット一時預かりなどの初動対応支援は、被災した飼い主の生活

再建をスムーズにするだけでなく、環境の変化に弱い動物たちの負

担も軽減することができます。  

また常設の強みを活かし、平常時には災害対応を想定した研修等

によるボランティア人材育成やネットワークの構築、リタイアした

使役犬などの保護活動などに施設を活用しています。  
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災害時 被災したペットの受け入れ・一時保護など 

平常時 災害時の活動を想定した人材育成・リタイアした使役動物の保

護など 

引用：（一社）九州動物福祉協会 ホームページより 

https://kaws.jp/kdarc/ 

 

 

九州災害時動物救援センターの概要 

 

1. 施設概要について 

（１）設置主体：一般社団法人 九州動物福祉協会 

 

（２）施設の規模 

 敷地面積：約 10000 坪（のり面を除く） 

 各施設の面積： 

・ 管理棟 240 ㎡（1 階は事務所及び診察部屋、2 階はボランティア用

に使用） 

・ 犬舎 A  22 ㎡ × 2 棟 

・ 犬舎 B  24 ㎡ × 3 棟 

・ 犬舎 C  40 ㎡ × 1 棟 

・ 犬舎 D  30 ㎡ × 2 棟 

・ 犬舎 E  22 ㎡ × 5 棟 

・ 犬舎中  40 ㎡ × 1 棟 

・ 犬舎大 100 ㎡ × 1 棟 

・ 猫舎 A  22 ㎡ × 1 棟 

・ 倉庫   40 ㎡ × 1 棟 

・ その他、ボランティア宿泊用施設（20 名収容）を完備 

 収容可能頭数：イヌ 200～300 頭、ネコ 20～30 頭 

 施設の工夫： 

・ 立地上、夏期は涼しいが冬期は冷え込むため、温泉を利用した床暖房

システムを一部の犬舎に備えている。 

・ 以前より汚水槽を完備しており、し尿等の問題もない。 

 

 

https://kaws.jp/kdarc/
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（３）取得手続き等 

 建設許可関係： 

・ 九州電力が保養施設（キャンプ場）として利用していた用地を借用。 

・ 管理棟などは既存の施設をリフォーム（構造変更無し）して使用して

いるため建築許可申請等は不要であった。 

・ 犬舎等については人間用の住居（宿泊施設）として使用しないため建

築確認申請は不要。 

・ 施設周辺は別荘地となっており、周辺住民への説明を行った他は特に

なし。 

 

２．運営について 

（１）組織体制について 

運営主体：（一社）九州動物福祉協会 

助成：（公社）日本獣医師会、九州地区獣医師会連合会 

 

（２）物資の確保について 

各被災自治体の災害対策本部等からの支援と企業・団体・一般からの現物寄附に

よる。 

（３）運営資金について 

・ 一般寄附、九州動物福祉協会賛助会費、その他講習会等の事業利益による。 

・ 改修費用は（公社）日本獣医師会の義援金（熊本地震）、（一社）九州動物福

祉協会が負担。 

 

（４）施設の運営管理について 

 常勤スタッフと役割（獣医師、事務担当、飼養管理など）： 

・ 獣医師 1 名（週一日程度） 

・ 飼養管理者 1 名 

・ 施設管理者 1 名 

 ボランティアとの協働体制（提携団体の有無など）： 

・ 地元ボランティア 2 名（飼養管理補助） 

 シェルターメディスンへの取り組み（群管理指針）： 

・ シェルター管理の基本は、それぞれの群（ぐん）に分けての管理だが、セン

ターには多くのコテージがあり、動物の種類や大きさ、性格、年齢、病状に

よってケアやスタッフを細かく分けることができる。 

・ また、センターではワクチン接種や寄生虫の駆除が済んだ犬猫が搬入され

ることが多いため、伝染病が蔓延することもない。万が一、予防が済んでい
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ない場合には、センターにて予防を実施し、一時的に隔離する部屋も準備さ

れている。 

・ 開所以来、犬パルボウイルス感染症や猫汎白血球減少症、コクシジュウム症

などが発生したことはない。 

 自治体等との協定等について 

・ 九州地区獣医師会連合会との協力体制をもつ。 

・ 民間との協力体制は特にない。 

 一時預かり体制について 

・ 対象となる動物の定義（飼い主の有無や保護動物の受入れ）： 

→ 被災自治体が設置するペット救護本部の基準による。 

→ 基本的には飼い主のいるペットについて一時預かりを行う。 

・ 一時預かり依頼書等、取り決めについて 

→ 被災自治体が設置するペット救護本部の基準による。 

 飼い主への対応について 

・ 同意書等の取り決めについて 

→ 被災自治体が設置するペット救護本部の基準による。 

 譲渡について 

・ 同意書等の取り決めについて 

→ 被災自治体が設置するペット救護本部の基準による。 

 

（５）施設での取組について 

 常設シェルターとしての施設の活用方法や役割について： 

・ 飼い主の入院などで一時的に飼養できなくなったペットについて、一時預

かり対応を行うことがある。 

・ 敷地内のドックランについては、アジリティーの国際大会等に出場するチ

ームの練習用に活用してもらうこともある。 

・ 受入対象地域は特に定めていない。 

 今後の予定： 

・ 引退後の実験動物などの受入を検討している。 

・ 今春から登録ボランティアの制度を開始、現在はまだ数人の登録だが行政

のボランティア登録制度との連携ができるよう働きかけを行っている。 

 課題や問題点： 

・ 平時の活動は世間の目が向きにくくサポートがほとんどない。 

・ 飼い主によってペットに対する考え方の違いが大きい。 

・ 犬猫以外のペットの受入れに対応できない。 

・ 本来であれば行政事業として行われるのがいいと考えている。基本思想と
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しては全国に同様の施設が整備される必要があるとの考えから始まったも

の。全国のブロック単位でこういった施設があるのが理想。 

 人材育成セミナーなど 

・ 昨年度地元のペット飼養者を対象としたしつけ教室を開催したが人が集ま

りづらかった。 

・ 愛護推進員向けのセミナーを開催している。 

 熊本地震対応 

・ 犬 50 頭、猫 20 頭（いずれも延べ頭数）の一時預かりを行った。 

・ うち 5 頭程度が飼養放棄となった。飼養放棄された個体についてはトレー

ニングを行い、希望があれば譲渡を行った（最終的に全頭を譲渡）。 

  




